
学生・構成員が体調不良：本人の対応

症状があるうちは出席を控える
復帰目安
①熱が下がった
②咳や喉の痛みなどの症状が軽快

検査なしor 受診せず
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体調不良の症状あり 自宅で健康観察

n 発症日から10日が経つまでは不織布マスクの着用、ハイリスク者との接触自粛
n 10日以降も咳やくしゃみが続く時はマクス着用や咳エチケット

宮城県・仙台市受診情報センター
（ 0120-056-203 ）
かかりつけ医等を受診 or 自己検査

学校保健安全法による出席停止（教職員は出勤を控えることを推奨）
①発症日(検体採取日）を0日として5日
② この間も症状が続いた場合、解熱し、症状が軽快してから24時間まで

陽性

症状がない

陰性

症状が重い場合
は医師に相談

同居者が陽性となった

濃厚接触者追跡は⾏わない

Ø 可能であれば部屋を分け、世話をする⼈を限定する（家庭内隔離）
Ø 陽性者の発症⽇を0⽇として、5⽇⽬までは⾃⾝の体調に注意（感染している可能性）
7⽇⽬までは発症の可能性があるので、基本的な個⼈対策を⾏う。

Ø ⾃⾝が発症した場合は に従う学生・構成員が体調不良：本人の対応

濃厚接触者追跡は⾏われないが、以下の対応を推奨

有症状期間中は原則として外出は控える。
症状軽快後も、期間中に外出する場合はマスク等を徹底

何らかの理由で検査

回復


